
 
 
 
 
 
 
 
 

寝
屋
川
市
立
第
三
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
規
約

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
三
十
六
年 

四
月
二
十
三
日
決
定
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
五
十 

年 

十
月 

十
五
日 

 
 
 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
五
十
五
年 

十
月
二
十
七
日 

 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
五
十
八
年 

三
月 

十
七
日 

 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
五
十
九
年 

三
月
二
十
一
日 

 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
六
十
二
年 

五
月 

十
三
日 

 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
六
十
三
年 

三
月 

 

三
日 

 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成 

 

四
年 

三
月 

 
 
 

五
日 

 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成 

 

十
年 

三
月 

 

十
六
日 

 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成 

十
三
年 

 

五
月 

 

七
日 

 
 
 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成 

十
四
年 

 

三
月 

十
七
日 

 
 
 

改
正 

平
成
二
十
三
年 

四
月 

 

一
日 

 

改
正 

平
成 

三
十
年 

三
月 

十
五
日 

 

改
正 

令
和 

 

二
年 

三
月 

十
七
日 

 

改
正 

令
和 

 
五
年 

三
月 

十
六
日 

 

改
正 

第
一
章

 

名
称

 

 

第
一
条 

 
 

本
会
は
、
大
阪
府
寝
屋
川
市
立
第
三
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
称
す
る
。 

 

第
二
章

 

目
的
及
び
活
動

 

 

第
二
条 

 
 

本
会
は
、
会
員
が
協
力
し
て
生
徒
の
幸
福
な
る
成
長
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
三
条 

 
 

前
条
の
目
的
を
と
げ
る
た
め
に
、
次
の
活
動
を
行
う
。 

 
 

 
 

 

① 
 

会
員
相
互
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 
 

家
庭
と
学
校
と
社
会
に
お
け
る
教
育
環
境
を
整
え
る
た
め
の
諸
活
動
を
行
う
。 

 
 

 
 

 

③ 

学
校
と
家
庭
の
緊
密
な
連
携
を
保
ち
、
生
徒
の
保
護
育
成
を
図
る
。 

 

第
三
章

 

方
針

 

 

第
四
条 

 
 

本
会
は
、
学
校
教
育
を
助
け
、
家
庭
教
育
の
場
を
一
層
充
実
す
る
こ
と
を
本
旨
と

 
 

 
 

 

す
る
民
主
団
体
と
し
て
、
次
の
方
針
に
し
た
が
っ
て
活
動
を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

本
会
は
、
民
主
教
育
を
積
極
的
に
推
進
し
、
生
徒
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
に
活

 
 

 
 

 
 

動
す
る
社
会
的
諸
団
体
や
諸
機
関
と
の
協
力
を
惜
し
ま
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

本
会
の
運
営
は
、
す
べ
て
自
主
的
に
行
わ
れ
、
他
の
い
か
な
る
団
体
や
機
関
等

 
 

 
 

 
 

の
支
配
や
干
渉
を
う
け
な
い
。 

 
 

 
 

 

③ 

本
会
は
、
学
校
の
運
営
、
こ
と
に
管
理
や
人
事
に
つ
い
て
は
、
本
会
の
目
的
遂

 
 

 
 

 
 

行
に
関
連
し
て
意
見
の
具
申
は
行
う
が
、
直
接
干
渉
は
し
な
い
。 

 
 

 
 

 

④ 

本
会
は
、
本
会
の
目
的
を
着
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
国
家
及
び
地
方
公
共
団

 
 

 
 

 
 

体
が
適
正
な
教
育
予
算
の
充
実
を
図
り
、
か
つ
速
や
か
な
実
現
化
に
努
力
す
る
よ



 
 

 
 

 
 

う
に
積
極
的
に
要
望
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 

本
会
は
、
非
営
利
的
・
非
宗
教
的
・
非
政
党
的
な
立
場
を
守
る
た
め
、
本
会
の

 
 

 
 

 
 

目
的
と
異
な
る
活
動
を
す
る
団
体
や
事
業
と
関
係
し
た
り
、
支
持
し
た
り
、
推
薦

 
 

 
 

 
 

し
た
り
し
な
い
。 

 

第
四
章

 

会
員

 

 

第
五
条 

 
 

本
会
の
会
員
は
、
本
校
に
在
籍
す
る
生
徒
の
両
親
、
ま
た
は
保
護
者
及
び
本
校
の

 
 

 
 

 

教
職
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
但
し
、
本
校
学
区
内
に
居
住
し
、
本
会
の
主
旨
に
賛

 
 

 
 

 

同
す
る
入
会
希
望
者
は
、
役
員
会
の
承
認
を
得
て
特
別
会
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
条 

 
 

本
会
の
会
員
は
、
す
べ
て
平
等
の
権
利
と
義
務
を
持
ち
、
役
員
や
委
員
に
な
る
こ

 
 

 
 

 

と
、
総
会
に
出
席
し
て
動
議
の
提
出
、
議
案
に
対
す
る
賛
否
の
表
明
が
で
き
る
。
但

 
 

 
 

 

し
、
校
長
・
教
頭
は
役
員
に
な
れ
な
い
が
、
職
責
上
各
種
の
会
合
に
出
席
し
て
意
見

 
 

 
 

 

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
条 

 
 

本
会
の
会
員
は
、
す
べ
て
毎
月
所
定
の
会
費
を
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 

 
 

本
会
の
会
員
は
、
本
市
・
北
河
内
地
区
・
大
阪
府
・
全
国
の
各
Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会
の

 
 

 
 

 

会
員
と
な
る
。 

 

第
五
章

 

役
員

 

 

第
九
条 

 
 

本
会
の
役
員
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
 

会 

長
一
名 

 

（
両
親
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
保
護
者
） 

 
 

 
 

 

② 

副
会
長
数
名 

 

（
同
右 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
※
数
名
：
二
～
五
名 

 
 
 
 
 
 

③ 
 

企
画
委
員
長
一
名
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

 
 

 
 

③ 

書 

記
一
名 

 

（
本
校
の
教
職
員 

 
 

 
 

 
 

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 

会 

計
一
名 

 

（
本
校
の
教
職
員 

 
 

 
 

 
 

） 

第
十
条 

 
 

本
校
の
役
員
は
、
別
に
定
め
る
選
挙
細
則
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
但
し
、
公
選

 
 

 
 

 

に
よ
る
公
職
者
は
、
役
員
に
は
選
出
さ
れ
な
い
。 

第
十
一
条 

 

役
員
の
任
期
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
末
日
ま
で
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

ま
た
、
三
中
在
籍
時
に
一
度
役
員
を
経
験
し
た
保
護
者
は
、
原
則
再
度
役
員 

お
よ
び
実
行
委
員
を
務
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条 

 

役
員
の
任
務
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

① 

会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
次
の
任
務
を
持
つ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
イ
）
総
会
、
企
画
委
員
会
及
び
実
行
委
員
会
を
召
集
し
、
そ
の
決
定
を
執
行
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ロ
）
企
画
委
員
会
の
同
意
を
得
て
、
役
員
指
名
委
員
会
、
会
計
監
査
委
員
会
を
除

 
 

 
 

 
 

 
 

く
他
の
委
員
会
の
委
員
長
・
委
員
を
委
嘱
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
ハ
）
総
会
の
議
決
事
項
に
つ
い
て
の
執
行
責
任
を
も
つ
。 

 
 

 
 

 

（
二
）
他
の
団
体
、
諸
機
関
の
集
会
に
本
会
を
代
表
し
て
発
言
す
る
場
合
は
、
事
前

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た
は
事
後
に
実
行
委
員
会
に
諮
問
、
又
は
報
告
す
る
。
特
に
重
要
事
項
は
、

 
 

 
 

 
 

 
 

実
行
委
員
会
の
事
前
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
代
行
を
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 

書
記
は
、
総
会
、
実
行
委
員
会
の
議
事
や
本
会
の
活
動
状
況
の
詳
細
を
記
録
保



 
 

 
 

 
 

管
し
、
各
種
集
会
の
開
催
に
つ
い
て
通
知
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 

会
計
は
、
本
会
の
す
べ
て
の
金
銭
の
出
納
を
司
り
、
年
度
末
に
会
計
監
査
委
員

 
 

 
 

 
 

の
監
査
を
う
け
、
総
会
に
て
決
算
報
告
を
す
る
。
但
し
、
会
員
の
申
し
出
に
よ
り

 
 

 
 

 
 

内
容
及
び
保
管
状
況
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

第
六
章

 

会
計
監
査

 

 

第
十
三
条 

 

会
計
監
査
委
員
は
二
名
と
し
、
そ
の
年
度
の
会
計
を
監
査
し
、
そ
の
結
果
を
総
会

 
 

 
 

 

に
報
告
す
る
。 

第
十
四
条 

 

会
計
監
査
委
員
の
選
出
は
、
第
十
・
第
十
一
条
に
よ
る
。 

 

第
七
章

 

総
会

 

 

第
十
五
条 

 

総
会
は
、
本
会
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
年
二
回
は
開
か
ね
ば

 
 

 
 

 

な
ら
な
い
。
但
し
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
又
は
会
員
の
十
分
の
一
以
上
の

 
 

 
 

 

要
求
が
あ
っ
た
時
は
、
随
時
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
構
成
員
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、

 
 

 
 

 

そ
れ
に
代
わ
る
者
が
代
行
出
席
す
る
。 

第
十
六
条 

 

総
会
は
、
全
家
庭
の
五
分
の
一
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
議
事
を
ひ
ら
き

 
 

 
 

 

議
決
で
き
な
い
。
但
し
、
止
む
を
得
ぬ
事
由
に
よ
っ
て
出
席
で
き
な
い
会
員
は
、
委

 
 

 
 

 

任
状
を
議
長
に
提
出
し
て
出
席
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
議
決
は
、
出
席
者
の
過

 
 

 
 

 

半
数
で
決
め
る
。
但
し
、
少
数
意
見
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
議
事
録
に
記

 
 

 
 

 

録
す
る
。 

 

第
八
章

 

企
画
委
員
会

 

 

第
十
七
条 

① 

企
画
委
員
会
は
、
役
員
・
企
画
委
員
長
・
地
区
委
員
長
・
学
年
委
員
長
・
専
門

 
 

 
 

 
 

委
員
長
・
校
長
及
び
教
頭
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

企
画
委
員
長
は
、
役
員
の
同
意
を
得
て
企
画
委
員
会
を
召
集
し
、
そ
の
運
営
に

 
 

 
 

 
 

当
た
る
。 

第
十
八
条 

 

企
画
委
員
会
は
、
各
委
員
会
の
意
見
を
総
合
調
整
し
て
、
予
算
及
び
行
事
の
年
間

 
 

 
 

 

計
画
を
立
案
す
る
。 

第
十
九
条 

 

企
画
委
員
会
は
、
総
会
の
議
事
日
程
を
立
案
す
る
。 

第
二
十
条 

 

企
画
委
員
会
は
、
こ
の
会
の
規
約
及
び
細
則
を
立
案
す
る
。 

 
 第

九
章

 

実
行
委
員
会

 

 

第
二
十
一
条 

実
行
委
員
会
は
、
総
会
に
つ
ぐ
議
決
機
関
で
あ
り
、
且
つ
執
行
機
関
で
あ
る
。
原

 
 

 
 

 

則
と
し
て
、
月
に
一
回
開
く
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

実
行
委
員
会
の
任
務
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
イ
）
企
画
委
員
会
、
実
行
委
員
会
に
よ
っ
て
必
要
と
認
め
ら
れ
た
議
案
の
審
議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ロ
）
各
委
員
会
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
た
事
業
計
画
の
審
議 



 
 

 
 

 

（
ハ
）
総
会
に
提
出
す
る
議
案
、
並
び
に
議
事
日
程
の
作
成 

 
 

 
 

 

（
二
）
必
要
あ
る
場
合
、
特
別
委
員
会
の
設
置 

 
 

 
 

 

（
ホ
）
各
委
員
長
、
委
員
の
補
充
に
関
す
る
審
議 

 
 

 
 

 

② 

実
行
委
員
会
は
、
次
の
も
の
で
構
成
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
イ
）
役
員 

 
 

 
 

 
 

 

（
ロ
）
企
画
委
員
長 

 
 

 
 

 
（
ハ
）
正
副
地
区
委
員
長 

 
 

（
二
）
各
地
区
長 

 
 

 
 

 

（
ホ
）
学
年
委
員
の
代
表
者 

 

（
ヘ
）
正
副
教
育
振
興
委
員
長 

 
 

 
 

 

（
ト
）
正
副
保
健
体
育
委
員
長 

（
チ
）
正
副
生
活
指
導
委
員
長 

 
 

 
 

 

（
リ
）
正
副
広
報
委
員
長 

 
 

（
ヌ
）
校
長
・
教
頭
・
関
係
職
員 

 
 

 
 

 

（
ル
）
特
設
の
委
員
会
委
員
長 

 

第
十
章

 

委
員
会

 

 

第
二
十
二
条 

各
委
員
会
の
活
動
、
構
成
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

① 

地
区
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 

（
イ
）
各
地
区
に
、
地
区
会
を
お
く
。
地
区
の
範
囲
は
、
実
行
委
員
会
に
お
い
て
年

 
 

 
 

 
 

 
 

度
当
初
に
定
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ロ
）
地
区
会
は
、
地
区
会
員
と
地
区
担
当
教
職
員
で
構
成
し
、
地
域
の
環
境
を
整

 
 

 
 

 
 

 
 

備
し
、
会
員
相
互
の
研
修
・
親
睦
・
連
絡
を
密
に
し
、
地
区
生
徒
会
活
動
を

 
 

 
 

 
 

 
 

指
導
・
援
助
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ハ
）
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
会
員
の
中
よ
り
地
区
委
員
を
互
選
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
十
家
庭
を
基
準
に
一
名
ま
で
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
）
委
員
の
中
か
ら
地
区
長
一
名
、
副
地
区
長
一
名
を
選
出
す
る
。
正
副
地
区
長

 
 

 
 

 
 

 
 

は
、
地
区
会
を
代
表
し
、
地
区
委
員
会
を
組
織
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
ホ
）
地
区
長
は
、
地
区
長
会
・
実
行
委
員
会
に
出
席
し
、
地
区
会
員
の
意
見
を
反

 
 

 
 

 
 

 
 

映
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ヘ
）
地
区
長
会
は
、
正
副
地
区
委
員
長
・
各
地
区
長
と
教
職
員
代
表
に
よ
っ
て
構

 
 

 
 

 
 

 
 

成
し
、
地
区
の
教
育
環
境
の
向
上
の
た
め
の
方
策
を
研
修
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

学
年
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
イ
）
各
学
年
に
学
年
委
員
会
を
お
く
。
委
員
は
、
当
該
学
年
の
学
年
団
と
連
携
を

深
め
、
学
年
委
員
会
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ロ
）
各
学
年
に
学
年
委
員
を
三
名
以
上
お
く
。
（
最
大
人
数
は
十
名
程
度
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ハ
）
学
年
委
員
会
は
、
学
年
委
員
と
学
年
所
属
の
全
職
員
に
よ
っ
て
構
成
し
、 

当
該
学
年
の
発
展
向
上
の
た
め
の
諸
問
題
と
、
学
年
に
応
じ
た
進
路
指
導
に 

関
す
る
こ
と
の
研
修
と
活
動
を
行
う
。 

 
 

 
 

 

（
二
）
各
学
年
委
員
の
代
表
者
が
、
持
ち
回
り
で
実
行
委
員
会
に
出
席
す
る
。 

③ 

教
育
振
興
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 

（
イ
）
各
地
区
か
ら
選
ば
れ
た
一
名
ず
つ
の
委
員
と
、
教
職
員
の
代
表
に
よ
っ
て
本

 
 

 
 

 
 

 
 

会
を
構
成
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ロ
）
本
委
員
会
は
、
全
会
員
の
研
修
の
た
め
、
講
演
会
・
学
習
会
等
の
企
画
、
並

 
 

 
 

 
 

 
 

び
に
Ｐ
Ｔ
Ａ
図
書
の
運
営
を
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ハ
）
委
員
の
中
か
ら
委
員
長
一
名
、
副
委
員
長
一
名
を
選
出
す
る
。 



 
 

 
 

 

（
二
）
本
委
員
会
を
代
表
し
、
一
名
が
実
行
委
員
会
に
出
席
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 

保
健
体
育
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
（
イ
）
各
地
区
か
ら
選
ば
れ
た
一
名
ず
つ
の
委
員
と
、
教
職
員
の
代
表
に
よ
っ
て
本

 
 

 
 

 
 

 
 

会
を
構
成
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ロ
）
本
委
員
会
は
、
会
員
並
び
に
子
弟
の
健
康
増
進
を
図
る
た
め
の
研
修
、
及
び

 
 

 
 

 
 

 
 

教
育
環
境
を
整
え
る
た
め
の
諸
活
動
を
企
画
・
運
営
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ハ
）
委
員
の
中
か
ら
委
員
長
一
名
、
副
委
員
長
一
名
を
選
出
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
二
）
本
委
員
会
を
代
表
し
、
一
名
が
実
行
委
員
会
に
出
席
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 
 

生
活
指
導
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 

（
イ
）
各
地
区
か
ら
選
ば
れ
た
一
名
ず
つ
の
委
員
と
、
教
職
員
の
代
表
に
よ
っ
て
本

 
 

 
 

 
 

 
 

会
を
構
成
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ロ
）
本
委
員
会
は
、
子
弟
に
よ
り
よ
い
生
活
習
慣
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
会
員

 
 

 
 

 
 

 
 

相
互
が
研
修
を
深
め
る
諸
行
事
・
校
外
に
お
け
る
生
活
指
導
・
地
域
の
浄
化

 
 

 
 

 
 

 
 

活
動
な
ど
の
諸
活
動
を
企
画
・
運
営
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ハ
）
委
員
の
中
か
ら
委
員
長
一
名
、
副
委
員
長
一
名
を
選
出
す
る
。 

（
二
）
本
委
員
会
を
代
表
し
、
一
名
が
実
行
委
員
会
に
出
席
す
る
。 

 
 

 
 

 

⑥ 

広
報
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 

（
イ
）
各
地
区
か
ら
選
ば
れ
た
一
名
ず
つ
の
委
員
と
、
教
職
員
の
代
表
に
よ
っ
て
本

 
 

 
 

 
 

 
 

会
を
構
成
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ロ
）
本
委
員
会
は
、
会
員
相
互
が
共
通
の
基
盤
に
立
ち
、
連
帯
を
深
く
保
ち
な
が

 
 

 
 

 
 

 
 

ら
活
動
を
進
め
る
た
め
に
、
本
会
の
動
向
・
学
校
の
状
況
、
及
び
学
校
教
育

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関
係
す
る
諸
機
関
の
働
き
・
会
員
に
関
す
る
こ
と
な
ど
を
報
告
・
伝
達
・

 
 

 
 

 
 

 
 

紹
介
し
た
り
、
研
修
の
た
め
の
資
料
を
提
供
し
た
り
す
る
た
め
に
、
寝
屋
川

 
 

 
 

 
 

 
 

三
中
Ｐ
Ｔ
Ａ
新
聞
を
編
集
、
発
行
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ハ
）
本
委
員
会
に
編
集
委
員
（
六
名
程
度
）
を
お
く
。
編
集
委
員
は
、
広
報
委
員

 
 

 
 

 
 

 
 

会
で
互
選
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ニ
）
編
集
委
員
は
、
広
報
委
員
会
で
企
画
立
案
さ
れ
た
事
項
に
そ
っ
て
、
編
集
の

 
 

 
 

 
 

 
 

専
門
的
な
仕
事
を
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ホ
）
委
員
の
中
か
ら
委
員
長
一
名
、
副
委
員
長
一
名
を
選
出
す
る
。 

 
 

 
 

 

（
ヘ
）
本
委
員
会
を
代
表
し
、
一
名
が
実
行
委
員
会
に
出
席
す
る
。 

 

第
十
一
章

 

会
計

 

 

第
二
十
三
条 

 

本
会
の
会
費
は
、
月
額
一
口
百
五
十
円
と
し
、
保
護
者
（
父
母
）
各
々
一
口
と 

 
 

 
 

 
 

す
る
。
経
費
は
、
会
費
・
寄
付
金
・
そ
の
他
を
も
っ
て
支
弁
す
る
。 

第
二
十
四
条 

会
計
年
度
は
、
毎
年
三
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
二
月
末
日
に
終
わ
る
。 

 

第
十
二
章

 

改
正

 

 

第
二
十
五
条 

本
会
の
規
約
の
改
正
は
、
総
会
に
お
い
て
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
要

 
 

 
 

 
 

す
る
。 

 



   
 
 
 
 
 
 

選
挙
細
則

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
六
十
三
年 

三
月 

 

三
日 

 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和 

 

五
年 

三
月 

十
六
日 

 

改
正 

  

第
一
条 

 
 
 
 
 

本
会
の
役
員
及
び
会
計
監
査
委
員
の
選
出
に
関
す
る
規
定
を
、
次
の
よ
う
に
定
め

 
 

 
 

 

る
。 

第
二
条 

 
 

選
挙
管
理
を
公
平
・
円
滑
に
行
う
た
め
、
選
挙
管
理
委
員
会
を
お
く
。 

第
三
条 

 
 

委
員
は
、
実
行
委
員
会
の
中
か
ら
二
名
、
教
職
員
の
中
か
ら
一
名
を
選
出
す
る
。

第
四
条 

 
 

委
員
の
任
期
は
、
十
月
か
ら
始
ま
り
、
選
挙
が
終
了
す
る
ま
で
と
す
る
。 

第
五
条 

 
 

選
挙
管
理
の
運
営
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

公
示
か
ら
六
日
間
、
次
期
役
員
・
会
計
監
査
委
員
の
候
補
者
の
公
募
を
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

候
補
者
は
、
会
員
で
あ
る
こ
と
、
公
選
公
職
者
で
な
い
こ
と
、
会
員
の
十
分
の

 
 

 
 

 
 

一
以
上
の
推
薦
者
が
あ
り
、
そ
の
署
名
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条 

 
 

本
委
員
会
は
、
公
示
期
間
が
終
了
し
て
も
立
候
補
者
が
な
い
と
き
に
は
、
た
だ
ち

 
 

 
 

 

に
実
行
委
員
会
に
報
告
し
、
役
員
指
名
委
員
会
の
設
置
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 
 

 
 

 

い
。 

第
七
条 

 
 

役
員
指
名
委
員
会
の
委
員
は
、
二
校
区
（
田
井
小
・
北
小
）
地
区
長
よ
り
各
二
名
、

 
 

 
 

 

学
年
委
員
よ
り
一
名
、
正
副
専
門
委
員
長
よ
り
一
名
と
、
教
職
員
代
表
一
名
で 

構
成
す
る
。 

第
八
条 

 
 
 
 
 

指
名
委
員
の
中
か
ら
指
名
委
員
長
一
名
を
選
出
す
る
。 

第
九
条 

 
 

役
員
指
名
委
員
会
は
、
立
候
補
者
の
い
な
い
役
員
、
会
計
監
査
委
員
の
候
補
者
を

 
 

 
 

 

指
名
し
て
、
選
挙
総
会
の
六
日
前
ま
で
に
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

 
 

 
 

 

ら
な
い
。 

第
十
条 

 
 

本
委
員
会
は
、
候
補
者
の
氏
名
・
住
所
・
略
歴
を
選
挙
総
会
の
五
日
前
に
、
全
会

 
 

 
 

 

員
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
一
条 

 

選
挙
は
、
総
会
に
お
い
て
、
次
の
方
法
で
行
う
。 

 
 

 
 

 

① 

候
補
者
が
同
一
役
職
に
二
名
以
上
あ
る
と
き
は
、
無
記
名
単
記
投
票
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

② 

同
一
役
職
で
定
数
内
の
候
補
者
数
の
と
き
は
、
総
会
の
承
認
に
よ
っ
て
選
出
す

 
 

 
 

 
 

る
。 

 

以
上 

       



 
 

Ｐ
Ｔ
Ａ
慶
弔
内
規 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

昭
和
五
十
八
年 

九
月
二
十
七
日
決
定
発
行 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

昭
和
五
十
九
年 

三
月 

十
六
日 

 

改
正 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

平
成 

十
九
年 

三
月 

 

十
日 

 

改
正 

令
和 

 

五
年 

三
月 

十
六
日 

 

改
正 

 

第
一
条
（
目
的
） 

 
 

 
 

 
 

寝
屋
川
市
立
第
三
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
規
約
に
基
づ
き
、
会
員
相
互
の
連
携
と
、
会
の
円
滑
な
運 

営
を
は
か
る
た
め
、
こ
の
内
規
を
定
め
る
。 

 

第
二
条
（
適
用
の
範
囲
） 

 
 
 
 

本
内
規
は
、
本
会
員
お
よ
び
同
居
父
母
、
生
徒
に
適
用
す
る
。 

 

第
三
条
（
弔
意
を
表
す
場
合
） 

 
 
 
 

本
会
員
お
よ
び
同
居
父
母
、
生
徒
に
対
し
て
、
一
律
５
，
０
０
０
円
と
し
、
会
長
ま
た
は
こ 

れ
に
代
わ
る
者
が
敬
弔
の
意
を
表
す
。 

 
 
 
 

ま
た
上
記
以
外
の
者
で
必
要
と
認
め
た
弔
意
は
、
企
画
委
員
会
で
協
議
す
る
。 

 

第
四
条
（
葬
儀
お
よ
び
通
夜
に
つ
い
て
） 

 

  
 
 

 

            
 
 

 
 

 

①
参
列
の
範
囲
は
、
右
の
表
の
通
り
と
す
る
。 

②
Ｐ
Ｔ
Ａ
弔
旗
（
学
校
保
管
）
の
掲
揚
は
、
会
員
の
敬
弔
に
対
す
る
場
合
、
そ
の
地
区
担
当
の 

地
区
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

 

③
諸
事
情
に
よ
り
参
列
し
な
い
場
合
は
、
敬
弔
の
意
を
表
す
。 

         

会

員 

実

行

委

員 

役
員
・
職
員 

生

徒 

該 

当 

者 

役
員
代
表
、
職
員
代
表
、
学
級
担
任
，
学
級
生
徒
、 

地
区
委
員
、
学
年
委
員
代
表 

役
員
、
職
員
代
表
、
学
級
担
任
、
学
級
生
徒
、
地
区
委
員
、
実

行
委
員
、
学
年
委
員
代
表 

役
員
、
職
員
、
実
行
委
員
、
生
徒
代
表
、
学
級
生
徒
、 

学
年
委
員
代
表 会 

 

葬 
 

等 
 

範 
 

囲 



  
第
五
条
（
祝
意
ま
た
は
謝
意
を
表
す
場
合
） 

 
 
 
 

次
の
各
号
の
一
つ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
下
記
に
よ
り
、
会
長
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
が 

代
表
し
て
、
慶
祝
ま
た
は
感
謝
の
意
を
表
す
。 

 
①
職
員
の
結
婚 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

５
，
０
０
０
円 

②
職
員
お
よ
び
職
員
の
配
偶
者
の
出
産 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

３
，
０
０
０
円 

③
職
員
の
転
退
職 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

一
年
に
付
き
１
，
０
０
０
円 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

た
だ
し
校
長
・
教
頭
は
そ
の
倍
額 

④
職
員
お
よ
び
会
員
の
受
賞 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

企
画
委
員
会
で
協
議
す
る 

⑤
役
員
の
離
職(

職
員
を
除
く)

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

一
年
に
付
き
２
，
０
０
０
円
の 

記
念
品
お
よ
び
感
謝
状 

 

第
六
条
（
見
舞
を
す
る
場
合
） 

①
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
中
に
お
け
る
会
員
の
傷
病 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

２
，
０
０
０
円 

②
不
時
の
災
害(

交
通
事
故
・
火
災
な
ど)
の
場
合
は
、
被
害
の
程
度
に
応
じ
て
企
画
委
員
会
で 

協
議
す
る
。 

 

第
七
条
（
本
市
教
育
関
係
者
へ
の
慶
弔
） 

 
 
 

 
 

本
市
の
教
育
関
係
者(

市
長
、
助
役
、
教
育
委
員
等)
で
慶
弔
の
該
当
が
あ
る
と
き
は
、
他
の 

Ｐ
Ｔ
Ａ
を
考
慮
し
、
企
画
委
員
会
で
協
議
し
決
定
す
る
。 

 

第
八
条
（
内
規
の
改
廃
） 

 
 
 
 

本
内
規
の
改
廃
は
、
実
行
委
員
会
で
協
議
し
決
定
す
る
。 

 

 


